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清
水
公
園
は
、

主
に
パ
ー
ク

ゴ
ル
フ
や
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
、

ボ
ー
ト
、
散
策
な
ど
の
利
用

者
が
多
い
。

　

有
明
公
園
は
、
主
に
運
動

を
目
的
と
す
る
公
園
で
、
地

震
災
害
時
の
指
定
緊
急
避
難

場
所
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

清
水
中
央
公
園
は
、
町
民

憩
い
の
場
で
、
同
じ
く
、
地

震
災
害
時
の
指
定
緊
急
避
難

場
所
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
他
の
都
市
公
園
は
、

街
区
内
に
居
住
す
る
方
が
容

易
に
利
用
で
き
る
公
園
の
位

置
付
け
と
な
っ
て
い
る
。

　

清
水
公
園
は
再
整
備
に
つ

第６回定例会
町政を問う！ 一般質問

現
在
、本
町
に
は「
清

水
公
園
」、「
有
明
公

園
」、「
清
水
中
央
公
園
」
等

の
都
市
公
園
が
14
カ
所
、
そ

の
他
近
隣
公
園
、
児
童
公
園

が
６
カ
所
設
置
さ
れ
て
い
る
。

　

条
例
に
規
定
さ
れ
て
い
る
、

地
域
住
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
や
レ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン

の
拠
点
、
災
害
時
の
避
難
場

所
と
し
て
の
機
能
を
有
す
る

な
ど
の
公
園
事
業
に
対
す
る

規
定
と
の
整
合
性
、
町
民
が

公
園
に
求
め
る
ニ
ー
ズ
や
満

足
度
の
変
化
に
対
す
る
対
応

策
、
遊
ぶ
、
憩
う
、
運
動
、

健
康
、
緑
化
、
防
災
と
多
角

的
な
観
点
か
ら
公
園
利
用
の

現
状
と
将
来
の
公
園
の
在
り

方
に
つ
い
て
伺
う
。

本
町
の
安
全
で
安
心

な
地
域
づ
く
り
に
向

け
た
街
灯
・
防
犯
灯
の
設
置

基
準
あ
る
い
は
町
の
責
務
、

町
民
の
自
主
的
な
活
動
支
援

に
対
す
る
施
策
に
つ
い
て
伺

う
。

問

問

町
長

街
灯
の
明
る
さ
・

色
に

統
一
感
を

Ｌ
Ｅ
Ｄ
交
換
時
に
配
慮

町
長

問

中央公園で行われていた「しみずしゃっこ
い祭」（1/19）

将来の公園の在り方は
人が集う公園づくりを考える町長

高橋 政悦　議員

い
て
検
討
を
行
っ
て
お
り
、

町
民
の
憩
い
の
場
と
す
る
と

と
も
に
、
休
憩
型
観
光
に
よ

り
賑
わ
い
の
あ
る
親
し
ま
れ

る
公
園
を
目
指
す
。

　

有
明
公
園
は
現
状
の
運
動

広
場
を
保
全
し
、
ス
ポ
ー
ツ

を
と
お
し
た
健
康
の
増
進
を

図
り
、
防
災
対
策
を
兼
ね
た

公
園
を
目
指
す
。

　

清
水
中
央
公
園
は
現
状
の

景
観
を
維
持
し
、
異
世
代
の

く
つ
ろ
ぎ
が
で
き
る
場
と
防

災
対
策
も
兼
ね
た
公
園
を
目

指
す
。

　

そ
の
他
の
公
園
も
含
め
て

そ
れ
ぞ
れ
の
特
質
に
応
じ
た

公
園
づ
く
り
を
考
え
て
い
く
。

設
置
基
準
は

な
く
、
市
街

地
中
心
部
や
通
学
路
な
ど
に

連
続
し
た
街
灯
を
設
置
し
、

住
宅
街
は
電
柱
１
本
置
き
に

街
灯
器
具
を
設
置
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
街
灯
の
点
灯
確
認

や
住
宅
街
の
新
築
等
に
よ
る

状
況
に
応
じ
た
新
設
や
維
持

管
理
な
ど
を
行
っ
て
い
る
。

町
民
の
自
主
的
な
活
動
支
援

に
つ
い
て
は
、
現
在
、
街
灯

の
設
置
・
管
理
は
す
べ
て
町

で
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

今
後
も
同
様
の
対
応
を
行
う
。

町
長

「
夜
間
、
道
路
を
歩

く
と
き
に
暗
さ
を
感

じ
る
」
と
の
声
を
耳
に
す
る
。

　

Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
へ
の
転
換
が

進
ん
で
い
る
中
、
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照

明
の
特
徴
を
踏
ま
え
た
上
で

の
設
置
、
照
明
の
色
等
の
統

一
も
必
要
で
は
な
い
か
。

現
在
の
Ｌ
Ｅ

Ｄ
照
明
は
、

効
率
的
で
消
費
電
力
を
抑
え

ら
れ
る
が
、
他
の
照
明
器
具

と
比
べ
て
光
の
届
く
範
囲
が

多
少
狭
い
の
で
、
歩
行
者
の

安
全
に
支
障
が
な
い
よ
う
配

慮
す
る
。

　

ま
た
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
灯
か

ら
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
へ
転
換
し
て

い
く
こ
と
で
、
色
の
統
一
を

進
め
て
い
く
。

町
長
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報
版
」
を
発
行
す
る
こ
と
で

議
会
だ
よ
り
の
紙
面
に
余
裕

が
で
き
、
読
み
や
す
く
な
っ

て
い
た
。「
追
跡
レ
ポ
ー
ト
」

は
任
意
の
委
員
会
を
つ
く
っ

て
発
行
費
用
等
を
負
担
し
て

お
り
、
公
式
な
議
員
活
動
に

縛
ら
れ
な
い
活
動
を
試
行
錯

誤
し
な
が
ら
実
施
さ
れ
て
い

た
。

　

両
町
と
も
、
非
常
に
苦
労

し
な
が
ら
広
報
広
聴
を
通
じ

た
議
会
の
活
性
化
に
取
り
組

ん
で
お
り
、
と
て
も
参
考
に

な
っ
た
。

委員会
レポート

　

町
有
林
の
概
況
、
整
備
・

保
全
の
現
状
、
今
後
の
計
画

な
ど
を
把
握
す
る
た
め
、
農

林
課
か
ら
説
明
を
受
け
て
調

査
を
実
施
し
た
。
併
せ
て
、

今
年
度
植
栽
を
行
っ
た
箇
所

と
平
成
28
年
台
風
被
害
等
に

係
る
工
事
箇
所
の
一
部
を
現

地
調
査
し
た
。

　

本
町
は
、
地
区
ご
と
の
現

状
と
課
題
を
踏
ま
え
、「
自

然
環
境
の
保
全
と
環
境
と
の

共
生
」
を
目
指
し
、
森
林
の

持
つ
水
源
の
涵か
ん
よ
う養

（
自
然
に

し
み
こ
む
よ
う
に
、
養
成
す

る
こ
と
）
と
環
境
保
全
機
能
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
の
資
源
と

し
て
森
林
整
備
・
保
全
機
能

が
十
分
発
揮
さ
れ
る
森
林
づ

く
り
を
進
め
る
た
め
「
清
水

町
森
林
整
備
計
画
」（
平
成

31
年
4
月
〜
令
和
11
年
3
月
）

を
策
定
し
、
目
標
達
成
に
向

け
て
取
り
組
ん
で
い
る
。

【
現
地
調
査
】

　

美
蔓
地
区
の
防
風
保
安
林

で
は
、
林
齢
49
年
生
の
カ
ラ

マ
ツ
を
伐
採
し
た
箇
所
に
、

面
積
１
・ 

44
ヘ
ク
タ
ー
ル
、

総
本
数
２
８
８
０
本
の
ク
リ

ー
ン
ラ
ー
チ
と
ト
ド
マ
ツ
が

植
栽
さ
れ
、
下
刈
り
や
野
ね

ず
み
の
駆
除
等
に
よ
り
適
切

に
管
理
さ
れ
て
い
た
。　

　

石
山
地
区
の
国
有
林
内
に

あ
る
台
風
に
よ
り
林
地
崩
壊

が
発
生
し
た
川
沿
い
の
森
林

を
現
地
視
察
し
、
北
海
道
森

林
管
理
局
十
勝
西
部
森
林
管

理
署
管
轄
の
ペ
ケ
レ
ベ
ツ
川

災
害
関
連
緊
急
事
業
と
し
て

平
成
29
年
3
月
8
日
か
ら
平

成
30
年
3
月
16
日
ま
で
の
工

期
で
実
施
さ
れ
た
コ
ン
ク
リ

ー
ト
谷
止
工
2
基
の
完
成
状

況
を
確
認
し
た
。

【
総
括
】

　

本
町
の
総
面
積
の
約
44
％

を
占
め
る
森
林
は
、
木
材
生

産
を
は
じ
め
、
水
源
涵
養
、

山
地
災
害
防
止
、
生
活
環
境

や
景
観
の
保
全
、
地
球
温
暖

化
防
止
等
、
多
面
的
な
機
能

を
持
っ
た
財
産
で
あ
る
。
風

水
害
の
防
止
対
策
等
、
本
町

の
立
地
条
件
に
応
じ
た
適
正

な
施
業
に
よ
り
今
後
も
健
全

な
森
林
保
全
・
育
成
を
図
り
、

森
林
の
持
つ
大
切
な
公
益
的

機
能
の
充
実
を
図
る
こ
と
を

望
み
、
所
管
事
務
調
査
の
報

告
と
す
る
。

町
有
林
の
現
状

調
査
日　

令
和
元
年
10
月
31
日

総
務
産
業
常
任
委
員
会  

調
査
報
告

　委員会活動として閉会中に行った所管事務
調査の内容を、各委員会は第６回定例会にお
いて報告しました。
※ 内容は要約されています。報告書の全文
はホームページでご覧になれます。

議
会
広
報
紙
の
編
集
方
法
お
よ
び
体
制

調
査
日　

 

令
和
元
年
9
月
26
日
、
10
月
２
日
〜
３
日
、

10
月
11
日

広
報
広
聴
常
任
委
員
会  

調
査
報
告

　
遠
軽
町
議
会
・
鷹
栖
町
議

会
を
訪
問
し
、
議
会
広
報
紙

の
編
集
方
法
お
よ
び
体
制
に

つ
い
て
調
査
を
実
施
し
た
。

　

遠
軽
町
議
会
で
は
、
Ｌ
Ｉ

Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
を
導

入
し
議
会
情
報
を
発
信
し
て

い
る
。
予
算
審
議
で
の
大
科

目
ご
と
に
よ
る
予
算
の
特
色

と
質
疑
・
答
弁
が
わ
か
り
や

す
く
構
成
さ
れ
て
お
り
、
今

後
の
参
考
に
な
っ
た
。

　

鷹
栖
町
議
会
で
は
、
議
会

だ
よ
り
作
成
の
ほ
と
ん
ど
を

議
員
が
担
っ
て
い
た
。「
速


